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平成３０年度予算編成にあたって 

 

1 国の動向 

本年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針２０１７」（骨太の方針）

において、日本経済は、これまでの各種政策の効果もあって、名目ＧＤＰは過去最高の

水準となり雇用・所得環境が改善する一方、潜在成長力の伸び悩み、将来不安からの消

費の伸び悩み、中間層の活力の低下といった課題を抱えています。こうした課題に対す

る取組を好機として捉え、人的資本の質を高め、潜在成長力を引き上げていく必要があ

るとしています。 

また、少子高齢化という構造的な問題を克服するための一億総活躍社会の実現に向け、

６００兆円の経済の実現、希望出生率１．８、介護離職ゼロという「新・三本の矢」を

引き続き一体的に推進することにより、国民に広く享受される成長と分配の好循環を創

り上げていくことが示されています。 

 

2 本市の状況 

本市の財政状況は、歳入については、平成２８年度決算で市税が約７５億３千万円で

前年比約２億３千万円の増となりましたが、地方交付税は約５７億９千万円と前年比約

１億４千万円の減となりました。自主財源の割合は４６．４％、地方交付税をはじめと

する依存財源の割合は、５３．６％と県内の市町村では下位に位置する状況にあります。

 また国の平成３０年度の地方交付税の概算要求では、今年度の地方財政計画の水準を

下回らないよう実質的に同水準を確保するとしつつも、通常収支分では前年比△２．

５％と厳しく、更に地方交付税の合併算定替による増額分も、平成２８年度より縮減が

始まり、財源確保がより厳しいものとなっています。一方、歳出については、扶助費を

始めとした社会保障関係経費の増加、公共施設等管理計画に倣った施設整備・長寿命化

対策も確実な増加が見込まれ、収支不足への対応が迫られています。 

こうした中、将来都市像である『ひと・自然 愛があふれるまち』の実現に向けて、

平成３０年度から平成３７年度までの８年間における基本構想となる「第２次愛西市総

合計画」を策定し、各施策の着実な推進を図る大切な１年目となります。 

（ 写 ） 



このため国県等の動向に注視し、新たな財源の確保を積極的に行いつつ持続可能な行

財政基盤の確定を目指していく必要がありますので、下記にも十分留意のうえ適切な予

算要求となるよう事務を進めてください。 

 

3 予算編成の基本方針 

１ 予算に関する見積書等の立案に際しては、市民にとって真に必要な施策を的確に

把握するとともに、厳しい財政状況にかんがみ、政策目的と具体的な施策との相互

関係を十分検証した上で、制度・施策そのものの廃止･休止をも含めた徹底的な見直

しを行うこと。また、「行政改革第４期推進計画」及び「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」等との整合性にも配慮するとともに、新しい総合計画の目標達成に向け、

確実な一歩を踏み出し、本市が直面している多様な課題に的確に対応できる施策を立

案すること。 

市単独事業については、実施計画検証シートのヒアリング結果を踏まえ、成果重

視の視点から施策目標達成へ寄与度が低い事業は、ゼロベースから抜本的な見直し

を図ること。また、行政及び民間との役割分担の観点に留意しつつ、ＮＰＯ・各種

団体との協働や企業との連携などについても積極的に検討すること。 

 

２ 限られた一般財源を基に枠配分しているので、新規事業はもとより継続して行う

事業でも前例を踏襲するのではなく、補助金等特定財源を確認することにより同じ

額の一般財源であってもより効果が上がる事業がないか精査すること。 

 

３ 監査、監察等による指摘事項については、事業内容及び執行方法等を十分検討して、

その改善に努めること。 

 

４ 特別会計及び企業会計については、特にその設置の趣旨を十分に踏まえ、経営改善

に努め、健全な計画に基づいて編成すること。 

 

５ その他、総務部長通知の「平成３０年度予算編成方針について」に留意のうえ予算

要求すること。 


